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１ 研修概要 
（１）看護師特定行為 

    「特定行為」とは、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、

実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必

要とされるものとして厚生労働省省令で定められている３８行為のものをいいま

す。 

 

（２）教育理念 

    看護師特定行為研修は、チーム医療のキーパーソンである看護師が、患者及び国

民並びに医師及び歯科医師その他の医療関係者から期待される役割を十分に担う

ため、医療安全に配慮し、在宅を含む医療現場において、高度な臨床実践能力を発

揮できるよう、自己研鑽を継続する基盤を構築するものとします。 

 

（３）教育目的 

    在宅を含む医療現場において、特定行為を行う看護師として、実践的な理解力、

思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識・技術・態度を身につけることを目

的とします。 

 

（４）看護師特定行為研修の目標 

  ① 在宅を含む医療現場において、疾患や病態の変化を包括的にアセスメントする基

本的な能力を身につける。 

  ② 在宅を含む医療現場において、特定行為を安全に行うための知識・技術及び態度

の基礎的な実践能力を身につける。 

  ③ 在宅を含む医療現場において、多職種と効果的に協働する能力を身につける。 

  ④ 自らの看護の可能性を追求し、主体的に学び続ける姿勢と社会に貢献していく責

任や役割のあることを自覚する。 

 

（５）募集する特定行為区分と募集人員 

特定行為区分 募集人員 

創傷管理関連 ４名  

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 ４名  

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 ４名  

   ※ただし、共通科目の募集人員は４名とする。 

 

（６）日程 

    令和５年４月～令和６年３月（１年課程） 

日程 内容 備考 

令和５年 ４月 開講式  

令和５年 ４月～令和５年９月 共通科目 講義・演習・実習・評価 

令和５年１０月～令和６年３月 区分別科目 講義・演習・評価 

令和６年 ３月 修了判定  

令和６年 ３月 修了式  



（７）教育内容 

    研修は、全ての特定行為区分に共通する「共通科目」と、特定行為区分ごとに異

なる「区分別科目」に分かれており、それぞれの科目ごとに講義、演習又は実習を

行います。原則、共通科目を修得した後、区分別科目を履修します。 

    「共通科目」では、講義は e ラーニングでの個別履修、演習・実習は一斉授業と

なります。「区分別科目」では、講義は e ラーニングでの個別履修または一斉授業、

実習は臨床での症例数の経験が中心となります。 

  ① 履修科目 

共通科目 

科目 時間 

臨床病態生理学 ３１時間  

臨床推論 ４５時間  

フィジカルアセスメント ４５時間  

臨床薬理学 ４５時間  

疾病・臨床病態概論 ４１時間  

医療安全学・特定行為実践 ４５時間  

小計 ２５２時間  

 

区分別科目 

科目 時間 

創傷管理関連 ３４時間  

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 １６時間  

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 １６時間  

     ※ 科目の一部免除について 

        認定看護師教育課程で既に履修済みの授業科目については、それに関連

する科目の受講を免除します。 

     ※ 区分別科目について 

        履修時間の他に症例数を経験するための実習があります。 

 

  ② 研修修了要件 

     共通科目における評価（筆記試験・各種実習の観察評価）に加え、区分別科目

における評価（筆記試験・実技試験・各種実習の観察評価）に合格し、公立能登

総合病院の特定行為研修管理委員会における最終の修了判定をもって研修を修

了したものとします。 

 

（８）研修・実習設備場所 

    公立能登総合病院 

     講義形態・内容により、会議室を利用します。 

 

 

 

 

 

 



２ 応募要項 

（１）受講要件 

  ① 日本国内における看護師免許を有していること 

  ② 受験申請時点において、看護師免許取得後５年以上の実務経験を有していること 

  ③ 所属長（施設）からの推薦があること 

 

（２）選考方法 

    書類審査 

 

（３）提出書類 

  ① 受講申請書  （様式１） 

  ② 履歴書    （様式２） 両面印刷したもの 

  ③ 推薦書    （様式３） 

  ④ 看護師免許の写し（Ａ４サイズに縮小コピーしたもの） 

   ※提出された書類は返却しません。 

   ※提出書類は当院ホームページからダウンロードしてください。 

 

（４）応募方法 

  ① 提出書類を一括して、公立能登総合病院 経営管理部 総務課まで提出してくださ

い。 

  ② 応募書類を郵送する場合は、封筒の表に「看護師特定行為研修受講申請書在中」

と朱書きし、公立能登総合病院 経営管理部 総務課宛て簡易書留で郵送してくださ

い。 

 

（５）提出先 

    〒９２６－０８１６ 

     石川県七尾市藤橋町ア部６番地４ 

     公立能登総合病院 経営管理部 総務課 

 

（６）応募期間 

    令和４年１２月２６日（月）から令和５年１月２５日（水）まで 

    ※ 受付事務は、土曜日、日曜日及び休日を除き午前９時から午後５時まで行い

ます。なお、郵送の場合は、令和５年１月２５日（水）までの消印のあるもの

について受け付けます。 

 

（７）選考結果 

    合否の結果については、令和５年２月上旬までに郵送で結果通知します。 

 

（８）受講手続き 

  ① 合否結果を郵送する際に詳細について案内します。 

  ② 受講にあたり看護職賠償責任保険の加入が必須となります。 

 

 



３ 受講費用 

（１）研修受講料 ※消費税及び地方消費税含む 

科目 受講料 

共通科目 ３５０，０００円 

創傷管理関連 ５０，０００円 

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 ５０，０００円 

血糖コントロールに係る薬剤投与関連 ５０，０００円 

    ※ 上記費用のほかに、テキスト費用等が発生する場合があります。 

 

（２）研修受講料の振込期間 

    合否決定通知後、令和５年４月２８日（金）までに振り込んでください。 

 

（３）振込先 

    銀行名等  のと共栄信用金庫 本店営業部 

    種  類  普通 

    口座番号  ００１５３９８ 

    口座名義  公立能登総合病院 

 

（４）注意事項 

    振込手数料は研修受講者負担となります。また、原則として入金後の返金はしま

せん。 

 

 

４ 問合せ先 

   看護師特定行為研修の募集要項について、不明な点がある場合は、下記にお問い合

わせください。 

 

     〒９２６－０８１６ 

       石川県七尾市藤橋町ア部６番地４ 

       公立能登総合病院 看護部 特定行為研修担当  坂本・仙本 

       ＴＥＬ ０７６７（５２）６６１１ 

       ＦＡＸ ０７６７（５２）９２２５ 

       Ｅmail kango@noto-hospital.jp 

 


